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社会保険労務士法人栁澤会計SupportLetter
ト ピッ ク ス ！ 電通3支社幹部 本社幹部に続き書類送検

厚労省は昨年12月末、新入社員ら２人に違法な残業させていたとして、法人としての電通と上司だった幹部
社員１人を書類送検。新たに4月25日、労働基準法違反容疑で、電通と中部、関⻄、京都の各支社の幹部を書類
送検しました。新⼊⼥性社員の過労⾃殺に端を発した事件の厚労省の捜査はこれで終結しました。今後は検察が
捜査し、起訴するかどうかを決めることになります。

2010年8月 労基署が違法な⻑時間労働で中部⽀社に是正勧告

2014年6月 労基署が関⻄⽀社に是正勧告

2015年8月
12月25日

労基署が本社に是正勧告
⼥性社員（当時24歳）が過労自殺

2016年9月
10月7日
10月14日
11月7日
12月28日

⼥性社員の⾃殺を労基署が労災認定
⼥性社員の遺族が労災認定を公表
厚労省が本社に⽴ち⼊り調査。3支社や子会社へも。
厚労省が4支社への強制調査に着手
東京労働局が⼥性社員の上司と電通を書類送検
⽯井社⻑が辞意を表明

2017年1月20日
4月20日
4月25日

⼥性社員の遺族と電通が解決⾦⽀払い等で合意
厚労省が⼭本社⻑に事情聴取
厚労省が電通と3社の幹部を書類送検

電通事件で、捜査は東京労働局
の加重労働撲滅特別対策班（通
称・かとく）でした。“かとく“は
今までに、ABCマートやドン・キ
ホーテなど小売店などを書類送検
していましたが、電通のような労
働時間が把握しにくい職場では、
違法な残業と分かっていても、裏
付けが難しく、⽴証に壁があった
ようです。
この電通事件や政府の働き方改
革の推進の影響で、企業は⻑時間
労働の抑制、生産性の向上、ワー
クライフバランスある働き方に取
り組まなければ、法的なリスクを

負うことになるという認識が広まっています。残業時間の上限規制は来年にも始まるといわれているため、改め
て⾃社の働き⽅を⾒直してみてはいかがでしょうか。

ヤフーは、本社移転を機に、従業員の働き方のリズムを変え、オフィスがイノベーションを生み出す場所にす
るという取り組みをしています。机を不規則に配置したフリーアドレスや、社外の人も利⽤できるオープンコラ
ボレーションスペース「LODGE（ロッジ）」など、社内外のコミュニケーションを増やすさまざまな施策や施
設を導入しています。

働き方改革 ~ イノベーションを生む ヤフーのオフィス ~

ワークスペースにはいろいろなタイプの机やイスがあり、床や天井もカラーバリエーションに富んでいます。
座るだけでなくスタンディングデスクもあり、自分で仕事のしやすい場所を選ぶことができます。
壁は一面ホワイトボードで、マグネット対応。打合せもスムーズに進みますね。
ヤフーの新しいオフィスは特設サイトから、360°自由な⾓度で⾒る事ができます。仕事の生産性や新サービ
スの創造といった事に貢献できるように作り上げたオフィス。既存の常識にとらわれないオフィスは、とても刺
激的で⾒たことがありません。皆さんの⽬にはどう映るでしょうか。

波形のデスクを配置した
フリーアドレス

カラフルな床やイス イスのデザインも様々 コラボレーションスペース



②Aに本採用拒否を通告する場合、Aに十分説明をつ
くしたとしても、Aが納得しなければ大きな紛争にな
るかもしれない。そのため試⽤期間を延⻑し、最後の
チャンスを与える。
③Aが改善することを願って本採用する。

本採用拒否は、法的には労働契約の解約にあたり、
解雇に該当するものとなるので、正当な理由が必要と
なります。
①を選択した場合はどうでしょうか。リスクはあり
そうですが、裁判となっても、過去の判例（日本基礎
技術事件）から有効と認められる可能性が高いと思わ
れます。
では、②の試⽤期間延⻑措置はどうでしょうか。
試⽤期間の延⻑は以下の3つの条件をすべてクリアし
ていれば認められるでしょう。
〇延⻑する場合があることについて就業規則や雇用契
約書に定められている。
〇延⻑理由に合理性がある。
〇延⻑期間は当初の期間を含め、おおむね1年以内で
ある。
今回の事例では、②を選択をしたとしても問題はな
さそうです。
③はどうでしょう。正直改善するのは、難しいで
しょう。
結論として、①か②の選択になりますが、周りの社
員への士気低下などを気にしないのであれば②を、ど
う考えても無理であれば①をということになります。

本採用を拒否する正当な理由として、過去に裁判で
認められた解雇の具体例は以下のとおりです。
〇出勤率が90％に満たない。
〇3回以上無断欠勤があった。
〇勤務態度が悪く、何度指摘しても改善されない。
〇協調性を⽋く⾔動・⾏動があり、社員として不適格
経歴詐称があった。

採⽤⾯接では⽣活態度や素⾏まではなかなかわかり
ません。少なくとも、合理的な理由による試⽤期間の
延⻑は法的に認められているため、ミスマッチかどう
かを判断するツールとしては使えます。
新卒の3割が3年以内に離職します。いつミスマッチ
が起こってもいいように、どのように対処するか、採
用時から対策を取ることをお勧めします。

日に日に暖かくなり、気持ちよい季節の到来です。春の訪れとともに、心機一転、
様々な新しいことにチャレンジする⼈も多いかと思います。私は、断捨離に挑戦し
ようと思っています。昨今の「断捨離」ブームでは、ただモノを捨てるだけでなく、
⼼の整理につながると⾔われています。
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「いつか使うではなく使っているか」「⾼いものはすぐ使え」などの考え⽅を頭に⼊れてから実⾏した⽅が
よいそうです。とっておくか、捨てるのか迷う「どちらかわからない」ものは【モノへの執着】を捨てるだ
けで“答え”がでるそうです。なかなか道のりは厳しそうですが、「身の回りの整理をし、⼼⾝ともにスッキ
リと」を⽬指したいものです。（五味良⼦）

試⽤期間満了による解雇は有効か

〜試⽤期間中に素⾏不良を繰り返す新⼊社員〜

4月から新入社員が入社してきた会社も多いでしょ
う。
中には、遅刻が多い、仕事の飲み込みが悪い、環境
に適応できない、コミュニケーションがとれないなど
により本採⽤の⾒送りを検討する会社もあります。
ところで、雇用契約を結ぶ際は、１ヵ月から３ヵ月程
度の試⽤期間を設定することが多いでしょう。
そもそも試用期間とは、どんなものなのでしょうか。

企業が人材を採用する際に、一定期間を設けて働きぶ
りや適性（勤務態度、能⼒、スキル）を観察し、正式
に採用するかどうかを判断する期間のことをいいます。
法的にはすでに労働契約が成⽴しているため、試⽤
期間満了まで解雇する権利がついている特殊な労働契
約（解雇権留保付労働契約）と解されています。
これは、三菱樹脂事件という有名な裁判で⽰されま
した。
＜三菱樹脂事件＞
大学を卒業した原告が、⺠間企業である三菱樹脂に
まずは３か月の試用期間として採用されたのですが、
入社試験の際の身上書および面接において大学時代に
学生運動や生協の活動に参加していたことを黙ってい
たことを理由として、試⽤期間満了をもって本採⽤を
拒否されたため、原告が三菱樹脂に対して従業員とし
ての地位の確認を求めて提訴した事件。会社が勝訴も
原告と和解。原告は三菱樹脂で働くことができ、役員
にまでなったとのこと。

＜Q&A＞
新卒社員Aは、⽣活態度がだらしなく、寝坊で遅刻
を数回し、夜遊びで集中⼒が⽋如しミスを繰り返して
います。会社は⾯談による指導だけでなく、反省⽂や
始末書も数回提出させましたが改善の可能性が低いの
で本採用を拒否しようと思います。大丈夫でしょうか。

選択肢は３つでしょうか。
①会社は⼗分に注意や指導を⾏っている。Aに改善の
余地は⾒込めないので本採⽤を拒否する。
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